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 い わ き 市 財 政 部 市 民 税 課
　電話番号 ０２４６（２２）７４２６　（直通）　　 (平・内郷・四倉・小川・好間・三和・川前・久之浜・大久地区)
　　　　　　　 ０２４６（２２）７４２７　（直通）　 　(小名浜・勿来・常磐・遠野・田人地区) 

※期間中、本庁（市民税課）・支所・市民サービスセンター・各税務事務所での受付は行っておりません。

いわき市ホームページＵＲＬ   https://www.city.iwaki.lg.jp

〒９７０－８６８６　　いわき市平字梅本２１番地

申告期間は２月３日（月）から３月17日（月）までです。
この申告の手引きを十分お読みになり、あらかじめ申告書を作成のうえ申告してください。

　市県民税申告受付日程[２月３日（月）～３月17日(月）]については、別紙日程表にてご確認ください。
※受付は、土・日・祝日を除きます。

●市民税・県民税の申告が必要かどうか、次の図でご確認ください。

令 和 ７ 年 度 市 民 税 ・ 県 民 税 申 告 の 手 引 き

はい

はい

いいえ

令和７年１月１日現在いわき市に住民票がありましたか 令和７年１月１日現在、住民票があった市区町村に申告してください
（申告方法については、該当の市区町村へお問い合わせください）

令和６年１月１日から令和６年１２月３１日までの間
（以下、昨年中）に収入がありましたか

同居のご家族が、あなたを扶養親族として年末調整又は申告を
していますか ※健康保険上の扶養とは別に申告が必要です

税務署で確定申告をしましたか、又はする予定ですか

市民税・
県民税の
申告は
不要です

昨年中、公的年金の支払を
受けていましたか

昨年中の収入は、障害年金や遺族年金、雇用保険
などの非課税所得のみですか

昨年中、公的年金以外の
所得がありましたか

(営業・農業・不動産など）

勤務先からいわき市へ
「給与支払報告書」が
提出されていますか

「源泉徴収票」に記載されている以外に、医
療費控除・社会保険料控除・生命保険料控
除・扶養控除・障害者控除などの各種控除
を受けますか

市民税・県民税の申告が必要です

市民税・県民税の申告が必要です
手引きの[裏面の書き方]を参考に、申告書裏面
「所得のなかった方の記入欄」に記入してください

市民税・県民税の申告は不要です

はい

いいえ

はい

いいえ

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

いいえ

はい

いいえ

いいえ

はい

いいえ

いいえ

昨年中、給与の支払を
受けていましたか

昨年中、給与の支払を
受けていましたか

はい

はい
はい

昨年中、給与・公的年金以外の

所得がありましたか
（営業・農業・不動産など）

いいえ

はい

〔スタート〕

昭和３５年１月１日以前
生まれですか

昨年中の年金収入は
年間１４８万円以下ですか

昨年中の年金収入は
年間９８万円以下ですか

いいえはい
いいえ はい はい いいえ

※ 税務署の確定申告が必要な場合もあります

※ 令和６年度申告より、上場株式等の譲渡所得及び配当所得

について、所得税と異なる課税方式を選択できなくなりました
詳しくは、市民税課にお問い合わせください


